誓　約　書
私 ＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「誓約者」という。）は、＿＿＿＿＿＿＿＿ 様（以下「相手方」という。）に対し、相手方の配偶者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ との不適切な関係及び不貞行為に関し、以下の事項を誓約する。
記
第1条（事実の確認）
誓約者は、令和＿＿年＿＿月頃から令和＿＿年＿＿月頃までの間、相手方の配偶者が既婚者であることを知りながら、同人と不適切な関係又は不貞行為に及んだことを認める。
第2条（謝罪）
誓約者は、前条の行為により相手方に精神的苦痛を与え、相手方夫婦の婚姻関係の平穏を害したことを深く反省し、相手方に対し心より謝罪する。
第3条（今後の接触禁止）
1　誓約者は、今後、正当な理由なく、相手方の配偶者に対し、面会、電話、電子メール、LINE、SNS、DM、手紙、第三者を介した連絡、勤務先又は自宅付近への接近、待ち伏せその他一切の接触をしない。
2　誓約者は、偶然相手方の配偶者を見かけた場合であっても、声掛け、追跡、撮影、投稿その他接触と評価され得る行為をしない。
第4条（相手方への迷惑行為禁止）
誓約者は、相手方に対し、嫌がらせ、脅迫、誹謗中傷、勤務先又は親族への連絡、SNS投稿、匿名投稿その他相手方の名誉、信用又は生活の平穏を害する行為をしない。
第5条（情報削除及び拡散禁止）
誓約者は、本件に関して取得又は保有する写真、動画、メッセージ、連絡先、住所、勤務先、家族情報その他個人情報を第三者に開示、送信、投稿、拡散せず、相手方が求める場合は合理的範囲で削除又は破棄する。
第6条（守秘義務）
誓約者は、本件及び本誓約書の存在・内容について、正当な理由なく、第三者、勤務先、親族、SNS、インターネット掲示板等へ口外しない。ただし、弁護士、裁判所その他正当な相談先への必要な開示は除く。
第7条（違約金）
誓約者が第3条から第6条のいずれかに違反した場合、誓約者は相手方に対し、違反1回につき金＿＿＿＿＿＿円を違約金として支払う。ただし、相手方に生じた損害が当該金額を上回る場合、相手方は別途損害賠償を請求できる。
第8条（自認文書としての効力）
誓約者は、本誓約書の内容を十分に確認し、自由な意思に基づいて署名押印するものであり、後日、本誓約書の成立及び内容を争わない。
本誓約の成立を証するため、本書1通を作成し、誓約者が署名押印のうえ、相手方が保有する。
令和　　　年　　　月　　　日
（誓約者）
住所（誓約者による自署） ______________________________
氏名（誓約者による自署） ______________________________　印
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